
（審71)2-2-3

（イ） 1 4日 千葉県gh市からf p市（妹宅） 自家用車

（ウ） 4月1日 f p市からg i区（都営住宅） 自家用車
そこで、 これらに現実に要した額であるが、 （ア）ないし（ウ）いずれについても、 前記ー 第2の2(1)イと同様に、 ガ

ソリン代だけで算出することとする。 そして、 乙二1の4によると、 g iからf p駅東口の距離が240. 3km程度であっ
て、 控えめに見積もっても（ア）と（イ）を加えた距離は同程度以上であると推認でき、 乙二 2 の 1 によると東名高速道路の

東京からgkの距離が13. 3 kmであって、 控えめに見積もっても（ウ）の距離は同程度以上と推認できるから、 乙二共1
8 2によって1km当たりのガソリン代を15円として算出すると、 次のとおり3804円となる。

15X (240. 3+13. 3) =3804 
(3) 一時帰宅費用について
前記第1の3(2)イ（イ）記載のとおり、 原告3は、 避難及び避難生活中の一 時帰宅に伴い、 4月1日から12月末Hま

での9か月、 月に一、 二回、 すなわち、 少なくとも月1回の合計9回、 高速バスで東京都g i区とb 1 市を移動しているとこ

ろ、 これらは、 本件事故に基づく東京への避難がなければなされなかったものであるから、 本件事故によるものと認められ
る。

そこで、 1 回に要する費用であるが、 原告 3 において具体的な主張、 立証をしないので控えめに認定せざるを得ず、 乙二 7

の2によると平成2 9年8月時点のb 1市とg 1駅間の高速バス料金は片道33 5 0円であって、 当時のb 1市とg i区間の

料金も同程度であると推認でき、 次のとおり6万0300円となる。

3350X2X9=6万03 0 0 

3 休業損害の主張について

前記第1の1(4)記載のとおり原告3が本件事故前、 1年間更新の数学講師の契約を3年間b 1市内の複数の中学校で締
結してきたことが認められるが、 本件事故時点で次年度以降の更新は未定であり、 b 1市内の本件事故後の中学校における講

師募集や更新の状況を認めるに足りる証拠はなく、 当時に契約を締結していた中学校は本件津波で甚大な被害を受け、 転校や
入学辞退となるケースが少なからずあったこと、 原告3の自宅は本件津波で流され、 b 1市内とはいえ避難が余儀なくされて

いたことからすれば、 本件事故がなかった場合に、 原告3が本件事故時に勤務していた中学校やb l市内のその他の中学校で

の更新契約を締結していた蓋然性があるとまでは認められない。 そうすると原告3の休業損害の主張は認められない。
4 原告3の慰謝料について
前記第1認定事実によれば、 原告3は、 本件事故と相当因呆関係のある関東地方への避難開始及び12月までの同地方での

避難継続により、 相当の精神的苦痛を被ったものと認められる。
他方で、 上記のとおりb 1市の自宅からの避難と本件事故との相当因呆関係は認められず、 本件事故がなければb I市で避

難を継続していたものと推認できるものであるが、 上記期間においてどのような住宅で避難を継続したかまでは具体的に認定
できないことも勘酌しなければならない。

以上の点を中心に、 本件にあらわれた 一切の事情を考慮し、 また前記のとおり生活費増加分の負担を余儀なくされたことを
慰謝料の増額事由として鞘酌すると、 本件事故による原告 3 に係る精神的苦痛に対する慰謝料額は、 下記のとおりと考えるこ
とが相当である。

原告3 : 7 0万円
5 小計

原告3 : 7 6万41 0 4円(7 0万円＋3804円十6万03 0 0円）
第3 既払額、 弁護士費用及び結論

1 既払額
1 2万円

2 弁護士費用を除く損害
6 4万41 0 4円

3 弁護士費用
7万円

4 結論
7 1 万 4 1 0 4 円

四 世帯番号4、 5の原告ら（原告4-1~3及び原告5)について
第1 認定事実

証拠（甲二4の1~5、 原告4-1)及び弁論の全趣旨によれば、 以下の事実が認められる。 特に用いた証拠については、

後掲括弧内に記載する。 なお、 この項において特に証拠を摘示しない場合は、 甲二4の1、 原告4- 1及び弁論の全趣旨から
認定した。

1 世帯構成及び本件事故前の生活状況等
(1) 原告4-1（本件事故時41歳）は、 b 1市で出生し、 高校卒業後、 東京の短期大学通学のため弓lっ越したもの

の、 卒業後b I市に戻った。 同人は、 平成11年、 原告5 （本件事故時42歳）と結婚し、 平成14年に長女である原告4-
2 （本件事故時8歳）を、 平成1 5年に長男である原告4-3（本件事故時7歳）をもうけた。

(2) 原告4-1及び原告5は、 平成15年に原告4-1の両親が住む場所からすぐ近くのb 1市にマイホームを購入
し、 以後同所に世帯番号4、 5の原告らで居住していた。 同所は、 敷地が12 0坪と広く、 建物も1階の1部屋が30畳ある
など広かった。 同原告らは、 原告4-1の両親が近くに住んでいたため、 同人らが育て、 収穫した農産物等を食べて生活して
いた。 また、 原告4-1は、 仕事の際に、 子たちを両親に預けるなどしていた。

(3) 原告4-1は、 本件事故前、 遅くとも平成1 5年からb l市の新体操クラブでコ ー チをしており、 また遅くとも平
成1 9年からb 1市の保育園で幼児体育の講師をしていた。 新体操クラブのコ ー チとしての収入は毎月3万5000円であ
り、 保育園講師としての収入は平成21年7月以降3か月ごとに6万円、 すなわち毎月2万円であった（甲二4の4 • 5)。

2 避難開始の経緯

原告4-1は、 本件震災直後は、 余震に怯えながらも、 自宅に大きな被害はなく、 ひとまず落ち着いていた。 他方で、 原告
5は本件展災直後から、 本件原発の動向を心配し、 避難することを提案しており、 これに対して原告4-1は、 原千力発電所
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